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第５０号

発行所

行政書士中川事務所

兵庫県姫路市

【５０号突破！】

平成15年5月に創刊号を発行

して今月で50号を迎えました。

内容的にはまだまだ発展途上で

はあるものの、続けることの大

切さを実感しています。もう暫

く続けたいと思っているので、

どうぞお付き合いください。

【食の安心・安全】

中国産食品の安全性について

世間では大変な騒ぎになってい

ます。私個人としても避けるよ

うなりました。

この問題に関してはマスコミ

の報道姿勢にも問題があるとは

思いますが、ひたすら安さを追

求した我々の姿勢にも問題があ

るような気がします。

今後は食品関連業界は当然の

こととして、ほかの業界におい

ても多少の揺り戻しがあるよう

な気がします。揺り戻しとは価

格一辺倒からの脱却です。安さ

のみを追求する安易な経営姿勢

は見直さざるを得ないでしょう。

【人間ドック】

２年ぶりに補助事業の人間ドッ

クを受けました。前回は胃の持

病が引っ掛かったのですが、今

回は何事もなくすべてOKでした。

経営者にとっては何よりも健

康第一です。自分の身は自分で

守るべく、しっかり健康管理を

しましょう。

【8月の事務予定】

・8月決算法人期末実地棚卸

・4月決算建設業決算変更届

・7月決算法人確定申告＆納税

・12月決算法人中間申告＆納税

・労働保険第2期分納付(～8/31)

・夏休み

Ｑ．横断歩道を渡っていたら

車が前を横切りました。歩行

者が車を待たなければならな

いのでしょうか？

Ａ．この行為は道路交通法違

反です（車側が）。道路交通

法第38条には、噛み砕くと、

「車は、横断歩道を渡ってい

る（渡ろうとしている）歩行

者がいた場合は、一時停止し

ろ」と書かれています。です

ので今回の場合、その車の運

転手はこの規定に反した事に

なり、3ヶ月以下の懲役か、5

万円以下の罰金に処されます。

また、過失の場合は（つま

り、歩行者に気付かなかった

などで、一時停止しなかった

場合は）、10万円以下の罰金

に処されます。

また、横断歩道が設けられ

ていない場合も、歩行者が優

先されます。

車両運転手の方は、歩行者

には細心の注意を払い、安全

運転を心がけてください。
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【守りの人材戦略】

・従業員が辞めた途端、す

べての作業が経営者に降りか

かってきた。

・従業員が辞めて助っ人を

頼もうにも、仕事の流れが経

営者の頭の中に独占されてい

て人に頼めない。

・新たな事業展開の可能性

が出てきたが、開拓に向かう

経営者の留守を守る人材が育っ

ていない。

普段の人材育成を怠ってい

ると、このような場面で一気

に問題が顕在化します。これ

で仕事に支障が出るようでは、

そのまま信用問題に関わって

きます。

事業が巡航速度で拡大し、

その拡大によって人手不足が

生じ、人材を補充する。これ

を攻めの人材戦略とでもいえ

ば、前者の例は守りの人材戦

略といえます。攻めの戦略は

自分である程度の計算が立つ

のですが、守りの戦略はなん

と言っても普段の用心が物を

言います。

それでは普段何を用心して

おけばいいのでしょうか？人

材育成は一朝一夕ではかない

ません。特に中小企業では受

け入れるべき人材の能力に大

きなばらつきがあります。そ

の能力に応じた教育方法が重

要なのに加え、仕事の標準化

も重要です。

経営者が何もかも抱え込む

のではなく、可能なレベルま

で仕事を細分化し、できるだ

け人に任せていく。経営者に

とっては根気のいる作業です

が、従業員にとって成功体験

を積み重ねるのは、何よりの

実力養成になります。

いざというときのリスク管

理として、人材育成を怠らな

いようにしましょう。
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法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


